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第２回 盛土に関する専門会議

北九州市建築都市局開発指導課

説明項目

１ 区域指定の考え方

２ 区域原案

３ 既存盛土調査
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１ 区域指定の考え方

１－１ 区域原案作成の流れ

１－２ 盛土規制法における保全対象

１－３ 宅地造成等工事規制区域について

１－４ 特定盛土等規制区域について

１－５ 区域原案及び今後のスケジュール

１－１ 区域原案作成の流れ

※特定盛土等規制区域は、
「宅地造成等工事規制区域以外の区域」となる。

① 宅地造成等工事規制区域（候補区域）の作成

② 特定盛土等規制区域（候補区域）の作成

③ ①と②の区域を合わせ、区域原案とする
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①宅地造成等工事規制区域 ②特定盛土等規制区域

保全対象
・市街地（市街化の見込みの
ある土地を含む）、集落等

・①の区域内の市街地（市街化の見込みの
ある土地を含む）、集落等

上記以外のうち・・・
・人が居住し、又は活動を日常的に行う蓋
然性の高い人家や施設等の存する土地

・人が日常的に往来する蓋然性の高い道路
等の公共施設

対象区域
・市街地、集落等

・上記に隣接、近接する土地
の区域

・市街地、集落等から離れているものの、
地形等の条件から人家等に危害を及ぼし得
るエリア

・市街地、集落等以外の区域の居住者等に
危害を及ぼし得るエリア

１－２ 盛土規制法における保全対象

※蓋然性 ≒ 可能性（蓋然性が高い→そうなる確率が高い）

１－３ 宅地造成等工事規制区域について

①対象となる区域の考え方

②区域の抽出について

③宅地造成等工事規制区域（候補区域）

※宅地造成等工事規制区域⇒宅造区域
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①対象となる区域の考え方

Ａ：都市計画区域（北九州市では島嶼部以外が該当）
→ 条件整理・県内自治体との調整の結果、

市街化区域を対象とする

Ｂ：集落の区域

Ｃ：市街地・集落等に隣接・近接する区域

市
街
地
・
集
落
等

②区域の抽出について

Ａ：都市計画区域

→ 市街化区域を
対象とする
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・集落の区域

法令 集落の考え方

集落地域整備法
○住居、各種建造物、道路等によって構成されている場所
○農用地、森林をも含んだ地域的広がりを持つ地域

農地法

○相当数の家屋が連たんして集合している区域
○家屋数や連たんの程度については、地方公共団体ごとに判断
（例）

・3戸以上の住宅を含む区域
・5戸以上の家屋の敷地がそれぞれおおむね50ｍ以内の距離で連たん

集合している区域

都市計画法 ○市街化調整区域における開発行為の基準（都市計画法第34条第11号）として、
おおむね50以上の建築物が連たんしている地域

（実施要領記載の考え方の例）

農村地域における
家屋等の広がりを
持つ集落

市街化が進んで
いると考えられる
集落

集落の区域は、「市街地若しくは市街地になろうとする土地の区域又は集落
の区域」の一部であり、市街地と同じような日常生活圏を構成する地域と考え
られるため。

採用

Ｂ：集落の区域（50以上の建築物が連たんしている区域）

※市全域を対象に
抽出
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Ｃ：市街地・集落等に隣接・近接する土地の区域

盛土等の崩落により流出した土砂が、隣接・近接する市街地・集落等の保全対
象に危害を及ぼしうる土地の区域。

５０ｍ

２５０ｍ

実施要領に記載されている、土砂災害警戒区域（「急傾斜地の崩壊」、「地滑
り」）の指定基準を参考に距離を設定。

勾配1/10を
超える

Ｃ：市街地・集落等に隣接・近接する土地の区域
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１－４ 特定盛土等規制区域について

①保全対象の整理

②対象となる区域の考え方

③区域の抽出について

④特定盛土等規制区域（候補区域）

※特定盛土等規制区域⇒特盛区域

①保全対象の整理

保全対象 内 容

市街地・集落等 宅造区域内の保全対象

人が居住し、又は活動を日常的に行
う蓋然性の高い人家や施設等の存す
る土地

市街地・集落等に含まれない
・人家
・商業施設
・工場
・公園・運動場
・ゴルフ場、レジャー施設、山小屋
・観光農園等を含む農地

人が日常的に往来する蓋然性の高い
道路等の公共施設

市街地・集落等に含まれない
・道路
・鉄道

Ａ

Ｂ
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①保全対象の整理

特盛区域

宅造区域

Ａ

Ｂ

①保全対象の整理
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②対象となる区域の考え方

ａ：盛土等の崩落により流出した土砂が、土石流となって渓流等を
流下し、保全対象の存する土地の区域に到達することが想定される
渓流等の上流域

ｂ：特盛区域の保全対象に隣接・近接する区域

③区域の抽出について

※対象は、勾配２度
を基準に機械的に
抽出している。

ａ：渓流等の上流域
（イメージ）
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ａ：渓流等の上流域

ｂ：特盛区域の保全対象に隣接・近接する区域

※宅造区域の「市街
地・集落等に隣接・
近接する区域」と同
じ考え方
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危険な既存盛土の所有者に対して 行政が指導等を行う

３ 既存盛土調査

既存盛土調査について

盛土規制法では…

危険な盛土等の把握を行うために 既存盛土の調査を実施

経過ｋ

３ 既存盛土調査

経過観察⑤ 対応等

既存盛土調査実施内容

既存盛土の分布調査①

安全性把握の優先度調査③

応急対策の必要性判断②

盛土の安全性把握調査④

R5年度

R6年度

R7年度
以降

既存の盛土の分布の確認

応急対策の必要な緊急性の高い
危険な盛土の確認及び判断

既存の盛土を危険性による
ランク分け

危険性の高いランクの盛土の
詳細調査(ボーリング等)
※詳細調査・対策については
原則所有者が実施

…

…

…

…
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机上調査

盛土の箇所の抽出

現地確認

盛土等の分布の把握

盛土等分布を把握
既存盛土の分布調査①
３ 既存盛土調査

現在 分布調査中

米軍写真

数値地形図

重ね図 重ね図

数値地形図

印影起伏図

R5年度

３ 既存盛土調査

経過ｋ

経過観察⑤ 対応等

既存盛土調査実施内容

既存盛土の分布調査①

安全性把握の優先度評価③

応急対策の必要性判断②

盛土の安全性把握調査④

R5年度

R6年度

R7年度
以降

令和6年度の業務(現地調査)における

応急対策が必要な盛土等の

崩壊・変状の基準

について

次回会議で意見を伺いたい。

②

既存盛土の評価にあたって

の項目・判断の仕方

③

既存盛土の

調査の管理内容(調査全体)


